
令和７年度福島県風力メンテナンス実践研修事業業務委託仕様書 

 

この仕様書は、福島県（以下「発注者」という。）が「令和７年度福島県風力

メンテナンス実践研修事業業務委託」（以下「本業務」という。）の仕様等に関し、

必要な事項を定めるものである。  

 

１ 本業務の趣旨及び概要 

「再生可能エネルギー先駆けの地」を目指す本県においては、再生可能エネル

ギーの導入拡大と併せて、関連産業の育成・集積を積極的に推進しており、また、

「福島新エネ社会構想」においては、産学官の連携による風力メンテナンス人材

育成・技術開発の県内拠点化を目指すとの方針が示されている。 

本業務では、風力メンテナンスマーケットの拡大を見据え、県内企業の風力メ

ンテナンス産業への新規参入及び既参入企業の資質向上に向けた実践的な風力

メンテナンス研修（以下、実践研修という。）を行うことで、風力メンテナンス

産業への新規参入や人材の育成・確保につなげることを目的とする。 

 

２ 本業務の期間 

契約締結日から令和８年２月２７日（金）まで 

 

３ 委託業務内容 

（１）風力メンテナンス実践研修の立案・実施 

福島県内において、県内企業の新規参入及び既参入企業の資質向上に向け

た実践研修を立案し、実施すること。 

なお、企画案は以下の項目を参考にすること。 

ア 風力発電業界についての理解を深める 

  ・風力発電業界の現状と将来展望に関すること 

  ・風力発電業界が就職先として選択する上での魅力に関すること 

  ・風力発電業界が求めている技術・サービス・製品・人材に関すること  

イ 風力メンテナンスに関わる上での必要な知識の習得 

・風力発電の仕組み、メンテナンスの必要性に関すること 

・風力メンテナンス業務の全般について  

・風力メンテナンスに関わる上での安全対策に関すること  

・風力発電に係る法律・規格に関すること 

・風力発電の事故事例に関すること 

  ウ 風力オペレーションを行う上での必要な知識の習得 

・風力発電施設のオペレーションに関すること（例：風力発電機の遠隔



監視業務、電気事業法に係る受変電設備管理業務等） 

エ 開催時期  

契約締結日から令和８年１月末までの間に、上記ア・イの内容を含む 

実践研修を４回程度、上記ウの内容を含む実践研修を２回程度、計６回程

度開催すること。 

オ 研修人数  

上記ア・イの内容を含む実践研修については、各回１０名以上を目安と

し、上記ウの内容を含む実践研修については、５名以上を目安とするこ

と。 

    カ 講師の選定 

    研修を実施する際、専門家として発電事業者、風力メーカー等へ講師を

依頼する場合は、研修内容に応じて適切な人選を行うこと。 

    キ 研修参加者等へのアンケート調査及び集計の実施 

    研修等実施後に、参加者へのアンケート調査等により、研修効果の測定

を行うこと。アンケートの項目等については、委託契約後、受注者が作成

し、両者協議の上、詳細を決定する。 

  ク 追加業務 

研修の実施に当たり、受注者が上記ア～キ以外で目的の達成に効果的 

と考える業務があれば、委託費の範囲内で提案を行うことができるもの 

とする。     

（２）広報 

   県内商工団体や産学官連携機関等と連携し、効果的な広報宣伝を計画･実

施すること。広報計画については、委託契約後、受注者が作成し、両者協議

の上、詳細を決定する。  

 

４ 業務体制・著作権 

（１）業務体制 

受注者は以下の内容を踏まえた体制で本業務に臨むこと。 

ア 本業務に関わる責任者及び担当者については、指定された期日までに書

面にて報告すること。また、本業務の趣旨・内容を十分に理解し、かつ、

業務遂行に必要な知識・能力・経験を有する要員を配置すること。 

イ スケジュール管理を徹底するため、発注者との打ち合わせを密に実施 

すること。 

（２）著作権 

  ア 印刷物等において使用する素材等において、他者の著作権その他の権

利が及ぶものの使用は可能な限り避けること。なお、これらを使用する際



には、受注者において、二次利用可能なものについては権利者から事前に

二次使用を含めた使用の許諾及び事後において権利の主張を行わない旨

の許諾を得るものとする。 

  イ 本業務により制作される成果物の著作権は発注者に属するものとし、

成果品の構成材（写真やイラスト、動画等）については、受注者と協議の

上、発注者が二次利用することができるものとする。 

  ウ 受注者は、成果物（業務を行う上で得られた記録等を含む。）が著作物

に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成

果物を使用又は複製し、当該成果物の内容を公表することができる。 

 

５ 経費負担 

本業務の実施に係る一切の経費は、本業務委託料で対応すること（施設利用 

料を含む）。 

ただし、受注者の責めに帰す理由で発生したキャンセル料や遅延損害金等は

本業務委託料の対象としない。 

 

６ 業務報告 

受注者は、業務の遂行に当たり、本業務の着手又は完了後、速やかに次の書 

類を提出しなければならない。 

（１）委託業務着手届 

（２）業務体制図 

（３）業務工程表 

（４）委託業務完了届 

（５）成果品 

（６）その他、県が必要と認めるもの 

 

７ 成果品 

受注者は、委託業務を完了したときは、指定された期日までに以下のものを

成果品として発注者に提出しなければならない。 

（１）委託業務実績報告書 

（２）委託業務実績書 

   委託業務実績書には、次の内容を盛り込むこと。 

    ・実践研修事業で使用したテキスト・教材等 

・実践研修事業の運営に関する内容 

・参加者のアンケート集計、分析結果 

・実践研修事業の開催当日写真 



・広報の実績（上記３（２）で使用した資料等） 

・県ＨＰに掲載可能な実践研修事業の開催報告資料（パワーポイント等） 

・その他発注者が必要と認めるもの 

（３）収支報告書 

  なお、上記成果品は印刷物１部（Ａ４版）及び電子媒体での提出を基本とし、

内容及び体裁、形式等について予め県と協議すること。 

 

８ 契約に関する条件等 

（１）機密保持 

受注者は、本契約中に知り得た情報を他に漏洩してはならない。 

（２）再委託について 

ア 受注者は、本業務委託の全てを自ら実施するものとし、その全部を一括

して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、 次号の定

めに従い、本業務委託の一部を第三者に委託し、又は請け負わせること（以

下、「再委託」という。）ができる。 

イ 受注者は、再委託をする場合は、再委託の相手（以下、「再委託先」とい

う。）を明らかにした上で、再委託先の業務の範囲、再委託を行うことの

合理性及び必要性、再委託先の履行能力等について書面をもって説明し、

再委託に先立って県の書面による承認を得なければならない。 

ウ 受注者は、前号により再委託を行う場合であっても、再委託先の受託業

務の遂行過程及び結果に対して、本業務委託の受注者としての責任を負う

ものとする。 

   

９ 受注者の責務 

（１）本業務に関するトラブル等に関しては、受注者が責任を持って対応するこ 

と。 

（２）本事業を通して知り得た個人情報については、他に漏洩してはならない。 

（３）個人情報については、他の目的で使用すること及び売買することを禁止す 

る。 

（４）上記（２）及び（３）については、本事業の委託契約が終了した後も同様 

とする。 

（５）委託業者に関連する書類・領収書等は、委託事業の完了した日の属する会 

計年度の翌年度から５年間保存するものとする。 

 

10 その他 

本業務の実施にあたり、不明な点や変更点、本仕様に定めのない事項、疑義



が生じたときは、発注者・受注者協議の上、決定するものとする。 


